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○
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号

（
抄
）

）

（
製
造
事
業
者
等
の
努
力
）

第
七
十
七
条

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
機
械
器
具
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
製
造
事
業
者
等
」
と
い
う

）
は
、
基
本
方
針
の
定
め

。

る
と
こ
ろ
に
留
意
し
て
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
機
械
器
具
に
つ
き
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
量
と
の
対
比
に
お
け
る
機
械
器
具
の
性
能
の
向
上
を
図

る
こ
と
に
よ
り
、
機
械
器
具
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
資
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
）

第
七
十
八
条

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
機
械
器
具
の
う
ち
、
自
動
車
（
前
条
に
規
定
す
る
性
能
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で

定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

）
そ
の
他
我
が
国
に
お
い
て
大
量
に
使
用
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
使
用
に
際
し
相
当
量
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
機

。

械
器
具
で
あ
つ
て
当
該
性
能
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
特
定
機
器
」
と
い
う

）
に
つ
い
て
は
、

。

経
済
産
業
大
臣
（
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
。
以
下
こ
の
章
及
び
第
八
十
七
条
第
十
一
項
に
お
い
て
同
じ

）
は
、
特

。

定
機
器
ご
と
に
、
当
該
性
能
の
向
上
に
関
し
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
は
、
当
該
特
定
機
器
の
う
ち
前
条
に
規
定
す
る
性
能
が
最
も
優
れ
て
い
る
も
の
の
当
該
性
能
、
当
該

特
定
機
器
に
関
す
る
技
術
開
発
の
将
来
の
見
通
し
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
事
情
の
変
動
に
応
じ
て
必
要
な
改
定
を
す

る
も
の
と
す
る
。

（
性
能
の
向
上
に
関
す
る
勧
告
及
び
命
令
）

第
七
十
九
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
製
造
事
業
者
等
で
あ
つ
て
そ
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
特
定
機
器
の
生
産
量
又
は
輸
入
量
が
政
令
で
定
め
る
要
件
に

該
当
す
る
も
の
が
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
特
定
機
器
に
つ
き
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
に
照
ら
し
て
第
七
十
七
条
に

規
定
す
る
性
能
の
向
上
を
相
当
程
度
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
製
造
事
業
者
等
に
対
し
、
そ
の
目
標
を
示
し
て
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入

に
係
る
当
該
特
定
機
器
の
当
該
性
能
の
向
上
を
図
る
べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

、

、

。

２

経
済
産
業
大
臣
は

前
項
に
規
定
す
る
勧
告
を
受
け
た
製
造
事
業
者
等
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は

そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
勧
告
を
受
け
た
製
造
事
業
者
等
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
特
定
機
器
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
を
著
し
く
害
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
意
見
を

聴
い
て
、
当
該
製
造
事
業
者
等
に
対
し
、
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
表
示
）

第
八
十
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
特
定
機
器
（
家
庭
用
品
品
質
表
示
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
家
庭
用

品
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ

）
に
つ
い
て
、
特
定
機
器
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
告
示
す
る

。

も
の
と
す
る
。

一

特
定
機
器
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
量
と
の
対
比
に
お
け
る
特
定
機
器
の
性
能
と
し
て
経
済
産
業
省
令
（
自
動
車
に
あ
つ
て

は
、
経
済
産
業
省
令
、
国
土
交
通
省
令
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
値
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
に
関
し
製
造
事
業
者
等
が
表
示
す
べ
き

。

事
項

二

表
示
の
方
法
そ
の
他
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
表
示
に
際
し
て
製
造
事
業
者
等
が
遵
守
す
べ
き
事
項

（
表
示
に
関
す
る
勧
告
及
び
命
令
）

第
八
十
一
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
製
造
事
業
者
等
が
特
定
機
器
に
つ
い
て
前
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
従
つ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に

関
す
る
表
示
を
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
製
造
事
業
者
等
に
対
し
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
特
定
機
器
に
つ
き
、
そ
の
告
示
さ
れ
た
と

こ
ろ
に
従
つ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
関
す
る
表
示
を
す
べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

、

、

。

２

経
済
産
業
大
臣
は

前
項
に
規
定
す
る
勧
告
を
受
け
た
製
造
事
業
者
等
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は

そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
勧
告
を
受
け
た
製
造
事
業
者
等
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
特
定
機
器
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
を
著
し
く
害
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
意
見
を

聴
い
て
、
当
該
製
造
事
業
者
等
に
対
し
、
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
及
び
立
入
検
査
）

第
八
十
七
条

（
略
）

２
～

（
略
）

12経
済
産
業
大
臣
は
、
前
章
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
機
器
の
製
造
事
業
者
等
に
対
し
、
特
定

13
機
器
に
係
る
業
務
の
状
況
に
関
し
報
告
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
特
定
機
器
の
製
造
事
業
者
等
の
事
務
所
、
工
場
若
し
く
は
倉
庫
に
立
ち
入
り
、
特
定

機
器
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

・

（
略
）

14

15
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○
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号

（
抄
）

）

（
特
定
機
器
）

第
二
十
一
条

法
第
七
十
八
条
第
一
項

の
政
令
で
定
め
る
機
械
器
具
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

乗
用
自
動
車
（
揮
発
油
、
軽
油
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
も
の
に
限
り
、
二
輪
の
も
の
（
側
車
付
き
の
も
の
を
含
む

、
無
限
軌
道
式
の

。
）

も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ

）。

二

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
（
暖
房
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含
み
、
冷
房
能
力
が
五
十
・
四
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
及
び
水
冷
式

の
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

）
。

三

蛍
光
ラ
ン
プ
の
み
を
主
光
源
と
す
る
照
明
器
具
（
防
爆
型
の
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

）
。

四

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
（
交
流
の
電
路
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に
限
り
、
産
業
用
の
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

）。

五

複
写
機
（
乾
式
間
接
静
電
式
の
も
の
に
限
り
、
カ
ラ
ー
複
写
機
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

）。

六

電
子
計
算
機
（
演
算
処
理
装
置
、
主
記
憶
装
置
、
入
出
力
制
御
装
置
及
び
電
源
装
置
が
い
ず
れ
も
多
重
化
さ
れ
た
構
造
の
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

）
。

七

磁
気
デ
ィ
ス
ク
装
置
（
記
憶
容
量
が
一
ギ
ガ
バ
イ
ト
以
下
の
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

）。

八

貨
物
自
動
車
（
揮
発
油
又
は
軽
油
を
燃
料
と
す
る
も
の
に
限
り
、
二
輪
の
も
の
（
側
車
付
き
の
も
の
を
含
む

、
無
限
軌
道
式
の
も
の
そ
の
他
経
済

。
）

産
業
省
令
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

）。

九

ビ
デ
オ
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
（
交
流
の
電
路
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に
限
り
、
産
業
用
の
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

）
。

十

電
気
冷
蔵
庫
（
冷
凍
庫
と
一
体
の
も
の
を
含
み
、
熱
電
素
子
を
使
用
す
る
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

）。

十
一

電
気
冷
凍
庫
（
熱
電
素
子
を
使
用
す
る
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

）。

十
二

ス
ト
ー
ブ
（
ガ
ス
又
は
灯
油
を
燃
料
と
す
る
も
の
に
限
り
、
開
放
式
の
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

）。

十
三

ガ
ス
調
理
機
器
（
ガ
ス
炊
飯
器
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

）。

十
四

ガ
ス
温
水
機
器
（
貯
蔵
式
湯
沸
器
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

）。

十
五

石
油
温
水
機
器
（
バ
ー
ナ
ー
付
ふ
ろ
が
ま
（
ポ
ッ
ト
式
バ
ー
ナ
ー
を
組
み
込
ん
だ
も
の
に
限
る

）
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除

。

く

）。

十
六

電
気
便
座
（
他
の
給
湯
設
備
か
ら
温
水
の
供
給
を
受
け
る
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

）。

十
七

自
動
販
売
機
（
飲
料
を
冷
蔵
又
は
温
蔵
し
て
販
売
す
る
た
め
の
も
の
に
限
り
、
専
ら
船
舶
に
お
い
て
用
い
る
た
め
の
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
も
の
を
除
く

）
。
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十
八

変
圧
器
（
定
格
一
次
電
圧
が
六
百
ボ
ル
ト
を
超
え
、
七
千
ボ
ル
ト
以
下
の
も
の
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
交
流
の
電
路
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に
限
り
、

絶
縁
材
料
と
し
て
ガ
ス
を
使
用
す
る
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

）
。

十
九

ジ
ャ
ー
炊
飯
器
（
産
業
用
の
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

）。

二
十

電
子
レ
ン
ジ
（
ガ
ス
オ
ー
ブ
ン
を
有
す
る
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

）
。

二
十
一

デ
ィ
ー
・
ブ
イ
・
デ
ィ
ー
・
レ
コ
ー
ダ
ー
（
交
流
の
電
路
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に
限
り
、
産
業
用
の
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も

の
を
除
く

）。

二
十
二

ル
ー
テ
ィ
ン
グ
機
器
（
電
気
通
信
信
号
を
送
受
信
す
る
機
器
で
あ
つ
て
、
電
気
通
信
信
号
を
送
信
す
る
に
当
た
り
、
あ
て
先
と
な
る
機
器
に
至

る
経
路
の
う
ち
か
ら
、
経
路
の
状
況
等
に
応
じ
て
最
も
適
切
と
判
断
し
た
も
の
に
電
気
通
信
信
号
を
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
（
専
ら
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
り
、
通
信
端
末
機
器
を
電
話
の
回
線
を
介
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
す
る
に
際
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ

ー
ビ
ス
を
行
う
者
に
電
話
を
か
け
て
当
該
通
信
端
末
機
器
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
す
る
た
め
に
使
用
す
る
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

も
の
を
除
く

）
を
い
う

）

。

。

二
十
三

ス
イ
ッ
チ
ン
グ
機
器
（
電
気
通
信
信
号
を
送
受
信
す
る
機
器
で
あ
つ
て
、
電
気
通
信
信
号
を
送
信
す
る
に
当
た
り
、
当
該
機
器
が
送
信
す
る
こ

と
の
で
き
る
二
以
上
の
経
路
の
う
ち
か
ら
、
あ
て
先
ご
と
に
一
に
定
め
ら
れ
た
経
路
に
電
気
通
信
信
号
を
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
（
専
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
り
、
無
線
通
信
を
行
う
機
能
を
有
す
る
も
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

）
を
い
う

）

。

。

（
特
定
機
器
の
製
造
事
業
者
等
に
係
る
生
産
量
又
は
輸
入
量
の
要
件
）

第
二
十
二
条

法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
年
間
の
生
産
量
又
は
輸
入
量
（
国
内
向
け
出
荷
に
係
る
も
の
に
限
る

）
が
次
の
表
の

。

上
欄
に
掲
げ
る
特
定
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

乗
用
自
動
車

二
千
台
（
乗
車
定
員
十
一
人
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
三
百
五
十
台
）

二

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー

五
百
台

三

蛍
光
ラ
ン
プ
の
み
を
主
光
源
と
す
る
照
明
器
具

三
万
台

四

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機

一
万
台

五

複
写
機

五
百
台

六

電
子
計
算
機

二
百
台

七

磁
気
デ
ィ
ス
ク
装
置

五
千
台

八

貨
物
自
動
車

二
千
台
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九

ビ
デ
オ
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー

五
千
台

十

電
気
冷
蔵
庫

二
千
台

十
一

電
気
冷
凍
庫

三
百
台

十
二

ス
ト
ー
ブ

三
百
台

十
三

ガ
ス
調
理
機
器

五
千
台

十
四

ガ
ス
温
水
機
器

三
千
台

十
五

石
油
温
水
機
器

六
百
台

十
六

電
気
便
座

二
千
台

十
七

自
動
販
売
機

三
百
台

十
八

変
圧
器

百
台

十
九

ジ
ャ
ー
炊
飯
器

六
千
台

二
十

電
子
レ
ン
ジ

三
千
台

二
十
一

デ
ィ
ー
・
ブ
イ
・
デ
ィ
ー
・
レ
コ
ー
ダ
ー

四
千
台

二
十
二

ル
ー
テ
ィ
ン
グ
機
器

二
千
五
百
台

二
十
三

ス
イ
ッ
チ
ン
グ
機
器

千
五
百
台


